
当会では、日本政策金融公庫立川支店（政府系金融機関）のご協力により、毎月第３木曜日に
個別の金融相談会を開催しております。

日本政策金融公庫が取り扱う融資は大変利用しやすい制度となっております。従業員の賞与・
商品仕入・諸経費の支払い、機械・営業用車両の購入資金などの事業資金としてご利用いただけ
ます。是非、この機会にご利用ください。

当日は、日本政策金融公庫立川支店の担当職員が直接ご相談に応じます。

◇日 時 毎月第３木曜日（８月と１月を除く） 午後２時～４時

◇会 場 東大和市商工会館（中央 3-922-14）

◇申 込 開催日の前々日までに、商工会まで電話でお申し込み下さい。
電話（０４２）５６２－１１３１

※前日までに申込みが無い場合は、中止となる場合がありますので
必ずお申し込みの上、ご来会ください。

◇必要書類

個人営業の方 法人営業の方

・決算書、確定申告書（最近 2年分）
・試算表（決算後 6 カ月以上経過している場合）
・借入金の明細書

・決算書、確定申告書（最近 2年分）
・試算表（決算後 6 カ月以上経過している場合）
・借入金の明細書

・見積書（設備資金をお申込の場合）

＊＊＊＊＊お使いみちいろいろ！公庫融資＊＊＊＊＊
◆国の事業ローン（普通貸付）
・融資限度額 ４,８００万円
・貸 付 利 率 年２.１５％ （平成 22年 5月 19 日現在）
・返 済 期 間 運転資金 ５年以内 ・ 設備資金１０年以内
・担保、保証人についてはご希望を伺いながらの相談となります。

◆第三者保証人等を不要とする融資
・融資限度額 ４,８００万円
・貸 付 利 率 年２.８０％ （平成 22年 5月 19 日現在）
・返 済 期 間 運転資金 ５年以内 ・ 設備資金１０年以内
・法人代表者の連帯保証要（個人の場合は不要）、担保不要
・税務申告を２期以上行っている事業者

この他、社会的・経済的環境の変化等による売上・収益の減少、取引先の倒産などによ
り資金繰りが悪化している方を対象にした優遇制度セーフティネット貸付など様々な
融資制度がございます。


